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国立大学法人愛知教育大学受託研究等事務取扱要項 

 
２００４年 ４月 １日 

要 項 第  ２６  号 

 

（趣旨） 

第１条 国立大学法人愛知教育大学（以下「法人」という。）において，受託研究，共同研究及び受託

事業（以下「受託研究等」という。）の取扱いについては，法令その他別に定めのあるもののほか，

この要項の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要項において「受託研究」とは，外部から委託を受けて，委託者の負担する経費を使用し

職務として行う研究，調査，検査及び鑑定等をいう。 

２ この要項において「共同研究」とは，民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて，本学教

員が民間機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究をいう。 

３ この要項において「受託事業」とは，外部から委託を受けて，委託者の負担する経費を使用し職務

として行う諸活動のうち，受託研究を除くものをいう。 

４ この要項において「部局」とは，事務局，附属図書館，教育学部の各学系，附属学校部及び国立大

学法人愛知教育大学学則（２００４年学則第１号）第２８条第１項に規定するセンターをいう。 

５ この要項において「部局長」とは，前項の部局の長をいう。 

（受入基準） 

第３条 法人は，受託研究等を受け入れるに当たり，次の各号に掲げる基準を満たしているときは，次

条に規定する受入条件を付して，受け入れることができる。 

(1) 申請案件が，国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２２条第１項第３号に定める業務

に該当すること。 

(2) 申請案件が，法人の教育研究上有意義であり，かつ，本来の教育研究に支障が生ずるおそれがな

いこと。 

（受入条件） 

第４条 受託研究等を受入れる場合の条件は，次のとおりとする。 

(1) 受託研究等は，委託者が一方的に中止することはできないこと。 

(2) 受託研究等の結果確定された知的財産権は原則として法人が所有するものとし，法人は委託者に

対してこれを無償で使用させ，又は譲与することはできないこと。 

(3) 受託研究等に要する経費（以下「受託経費」という。）により取得した設備等は，委託者に返還

しないこと。 

(4) やむを得ない事由により受託研究等を中止し，又はその期間を延長する場合においても，法人は

その責を負わず，また，原則として受託経費は委託者に返還しないこと。ただし，特に必要がある

と認める場合には，不用となった経費の額の範囲内において，その全部又は一部を返還することが

あること。 

(5) 受託経費は，受託研究等に関する契約（以下「契約」という。）を締結した後直ちに納付するこ

と。 

２ 前項第３号において，委託者が国，政府関係機関又は地方公共団体である場合は，学長はこれによ

らないことができる。 

（受託経費の区分） 

第５条 受託経費は，次の各号に掲げる経費の合計額とする。 

(1) 受託研究等の遂行に必要な謝金・旅費・研究支援者等の人件費・設備費その他の直接的な経費（以

下「直接経費」という。）。 

(2) 受託研究等の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費（以下「間接経費」という。）。 

２ 前項第２号の間接経費は，直接経費の３０％に相当する額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，学長が真にやむを得ないと認める場合は委託者と協議の上，３０％に相

当する額と異なる額とすることができる。 

４ 受託研究等を担当する役員又は職員（以下「受託研究者」という。）が研究のため使用できる経費

は，直接経費とする。 

（研究の申込み） 
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第６条 委託者は受託研究等申込書（第１号様式）を受託研究者の所属する部局長を経由して，学長に

提出するものとする。 

（受入れの決定） 

第７条 受託研究等の受入れは，関係部局長及び受託研究者の意見を参考に，学長が決定するものとす

る。 

２ 学長は，受託研究等の受入れを決定したときは，受託研究等受入決定通知書（第２号様式）を当該

部局長及び受託研究者を経由して，委託者に通知するとともに，関係者に通知するものとする。 

３ 学長は，受託研究等の受入れを決定したときは，学内に公表するものとする。 

（契約の締結） 

第８条 学長は，前条第２項の通知に基づき，受託研究等の契約を締結するものとする。 

２ 学長は，契約を締結したときは，関係者にその旨通知するものとする。 

（中止及び期間の延長） 

第９条 受託研究者が受託研究等を中止し，又は期間を延長する必要が生じたときは，直ちに当該部局

長を経由して学長に報告し，その指示を受けるものとする。 

２ 学長は，前項の報告により，受託研究等の遂行上やむを得ないと認める場合はこれを中止し，又は

その期間を延長することを決定し，その旨関係者に通知するものとする。 

（完了の報告） 

第１０条 受託研究者は，当該受託研究等が完了したときは，報告書を当該部局長を経由して学長に提

出しなければならない。 

２ 学長は，前項により受託研究等が完了した報告をうけたときは，その旨関係者に通知するものとす

る。 

３ 学長は，受託研究等の結果を委託者に報告するときは，受託研究者をして行わせるものとする。 

４ 受託研究等の成果を公表するときは，あらかじめ学長に連絡の上，受託研究者が行うものとする。 

（適用除外）  

第１１条 学長は，特別な事情があると認めた場合は，この要項の一部を委託者に対して適用しないこ

とができる。 

（その他）  

第１２条 この要項に定めるもののほか，受託研究等について必要な事項は別に定める。 

  

附 則 

この要項は，２００４年４月１日から施行する。 

附 則（２００４年要項第３２号） 

この要項は，２００４年１０月１日から施行する。 

附 則（２００５年要項第１０号） 

この要項は，２００５年９月１４日から施行する。 

附 則（２００６年要項第６号） 

この要項は，２００６年４月１日から施行する。 

附 則（２０１０年要項第２２号） 

この要項は，２０１０年１０月２９日から施行し，２００９年１０月１日から適用する。 

附 則（２０１２年要項第９号） 

この要項は，２０１２年４月１日から施行する。 

附 則（２０１３年要項第８号）  

この要項は，２０１３年６月１１日から施行し，２０１３年４月１日から適用する。  

附 則（２０１５年要項第７号）  

この要項は，２０１５年２月１２日から施行し，２０１４年１０月１日から適用する。   

附 則（２０２０年要項第１号） 

この要項は，２０２０年２月１日から施行する。  

 附 則（２０２２年要項第１８号） 

 この要項は，２０２２年１１月１５日から施行する。 

  


